
平成 22（2010）年 4月 9 日 

 

東京都心支社 

 

 

 

金町第一団地（後工区-3 地区） 

土地賃借人の募集について 

 
 
 
 

標記について、建替事業によって生まれた整備敷地を活用した土地

賃借人の募集を、金町第一団地（後工区－３地区）で行うこととな

りましたので、お知らせします。 

 
 
 
 

 

 お問い合わせは下記へお願いします。 

    

東京都心支社 都市再生企画部 業務企画第２チーム 

   （電話）０３-５３２３-０４１８ 
  

 東京都心支社 総務企画部 総務チーム 

   （電話）０３-５３２３-００８７ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

金町第一団地（後工区-３地区）土地賃借人の募集について 

 

UR 都市機構では、金町第一団地における建替事業によって生まれた整

備敷地を活用して、高齢者福祉や子育て支援に貢献すべく、機構から下記

の土地を借り受け、特別養護老人ホーム及び認可保育園等を建設、運営し

ていただく社会福祉法人を募集することといたしました。 

 

１ 募集土地の概要 

賃貸する土地は次のとおりです。 

地区の名称 所 在 地 地 目 面 積 

金町第一団地 

（後工区-３地区） 

東京都葛飾区東金町 

二丁目 462 番 3 
宅 地 4,471.62 ㎡ 

・交  通：ＪＲ常磐線「金町」駅より徒歩約８分 

・用途地域等：第一種中高層住居専用地域 

（建蔽率 60％／容積率 200％） 

 
２ 募集土地の用途 

特別養護老人ホーム（ユニット型 140 床以下、及び老人短期入所施設（定

員 20 名））及び認可保育園（定員 100 名程度）の両方の施設整備を必須とし

ます。なお、前記以外の施設を併設することも可能ですが、詳細は募集要領

を御参照ください。 

 

３ 契約の内容 

（１）契約の方法 

借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 22 条の規定に基づく一般定期借

地権（賃借権） 

（２）土地賃貸期間 

土地の引渡し日から 50 年以上 70 年以下の期間（建物等の建設及び収去

に要する期間を含みます。） 

 

４ 申込者の資格 

 申込者の資格は次の（１）から（４）までに掲げる全ての条件を満たして

いることが必要です。なお、複数法人での共同申込はできません。

（１）次の条件を全て満たす者であること。 

① 平成 22 年４月１日現在で継続して１年間以上、特別養護老人ホーム

及び認可保育園の運営実績を有する社会福祉法（昭和 26 年法律第 45

号）第 22 条に定める社会福祉法人であること 
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② 本件土地において、本募集要領に従って、自ら本件施設を建設し、

本件施設に係る認可を受け、平成 25 年度までに開設し、かつ継続して

自ら運営しようとする者であること。なお、認可保育園の開設日は平

成 25 年４月１日とすること。 

③ 計画する施設の運営に必要な知識、経験、資力及び信用を有する者

であること。 

④ 契約に当たっては、本件土地を一括して賃借すること。また、借地

期間中継続して、契約を履行できること。 

※ 借地権の分割及び準共有はできません。 

⑤ その他、募集要領に定める要件を遵守できる者であること。 

（２）独立行政法人都市再生機構法(平成 15 年法律第 100 号)第 16 条第１項

第１号から第３号に規定する次の条件を全て満たす者であること。 

① 機構の譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適

合する建築物を建設しようとする者であること。 

② ①に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂

行するために必要なその他の能力が充分な者であること。 

③ 賃借する土地の賃貸料及び保証金の支払能力がある者であること。 

（３）その他法令等により規定される次の条件を全て満たす者であること。 

① 破産法（平成 16 年法律第 75 号）、又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）の適用を受けていない者であること。 

※ ただし、民事再生法に基づく再生計画の認可を受けている者におい

ては、申込みを認める場合がありますので、事前に御相談ください。 

② 不法な行為を行い、又は行う恐れのある団体、法人又はこれらの団

体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員

で、賃借人として機構が適当でないと認める者でないこと。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団

員及びそれらの者と関係を有する者でないこと。 

（４）入札受付 終日（平成 22 年７月 15 日）から起算して２年前の日（平

成 20 年 7 月 14 日）以降において、次に掲げる者のいずれの一にも該当し

ていないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者に

ついても、また、同様とします。 

①  機構との契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目

的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

②  機構が執行した競争入札において、機構の公正な競争の執行を妨げ

た者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し

た者 

③  機構と落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを

妨げた者 

④  機構の監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者 
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⑤  機構との契約において、正当な理由なく契約を履行しなかった者 

⑥  ①から⑤までに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契

約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

５ 募集・申込要領配布 

配布期間：平成 22 年 4 月 12 日（月）から平成 22 年 4 月 26 日（月） 

(土曜日及び日曜日を除く) 

配布時間：午前 10 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで 

 
６ 申込受付  

申込受付期間：平成 22 年 6 月 9 日（水）・平成 22 年 6 月 10 日（木） 

申込受付時間：午前 10 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで  
 
７ 土地賃借予定者の決定  
   平成 22 年 7 月 16 日（金）（予定） 

 
８ 募集･申込要領配布・受付場所及び問合せ先  

〒163-1313 

東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 新宿アイランドタワー13 階 

独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 

都市再生企画部業務企画第２チーム 

電話０３（５３２３）０４１８  高橋・田中  
 

以 上  
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位置図
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